
使用施設

放射線発生装置使用室

廃棄施設

放射化物の取扱・管理

・常時立ち入る場所1mSv/w及び事業所境界
250μSv/3ヵ月以下とするために必要なしゃへい物
を設けること
・放射線業務従事者の線量を法令に定める限度を
超えないようにすること
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放射化物保管設備（仮称）
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放射化物保管設備（仮称）

放射
化物

保管廃棄設備

再使用しない放射
化物

・使用施設の設備の１つとして、
新たに省令に規定（現行の保管
廃棄設備と同等）

排気設備

排水設備

・放射線発生装置の運
転により生じる空気、
水の放射化の状況（濃
度限度との比較）によ
り設置

放射
化物

・放射化物の加工を行う場合は、汚染
の広がりを防止するための措置、作業
衣、保護具等を着用 などの措置を講じ
た上で実施
・作業終了後、汚染の除去、放射線の
量及び汚染の状況の測定を実施

・容器に入らない大型の物は、
汚染の拡大を防止する措置を
講じて保管

・再使用する放射化物は、容
器に入れ保管設備で保管
・記帳が必要

グリーンハウス等

イオン源

放射線発生装置
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